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地方公会計に関するこれまでの取組①（統一的な基準の設定まで）

○「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会」を開催し、同研究会報告書において、決算統計のデータ
を活用した普通会計のバランスシート、行政コスト計算書等のモデル（総務省方式）が示される。

平成１１年度、１２年度

○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）及び平成18年に施行された行政改革推進法（平成18年法律
第47号）において、資産・債務改革の推進を図る観点等から、地方公共団体に対し、財務書類等の作成が要請される。
○平成18年に「新地方公会計制度研究会」を開催し、同研究会報告書において、複式簿記の導入と固定資産台帳の整
備を前提とした「基準モデル」と、総務省方式に固定資産台帳の段階的整備を盛り込んだ「総務省方式改訂モデル」が
示される。
○上記報告書を受け、同年から平成19年まで「新地方公会計制度実務研究会」を開催し、上記２モデルによる財務書
類の作成や資産評価に関する実務的な指針を公表。

⇒ 各地方公共団体の財政運営上の必要に応じて基準モデル及び総務省方式による財務書類等の作成が進められ、
地方公会計の整備は着実に推進

○平成20年には「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」が発足し、地方公会計の整備が円滑に進むよ
う、作成手順等を検討。

平成１７年度～２０年度

○平成22年から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を開催し、平成26年の同研究会報告書において、固定
資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する「統一的な基準」が示される。
○上記報告書を受け、平成26年に「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」を開催し、統一的な基準による
財務書類等の作成について、詳細な取扱いを定めた要領等（マニュアル）を公表。

平成２２年度～２６年度
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○平成30年度及び令和元年度に「地方公会計の推進に関する研究会」を開催。比較可能な形による財務書類等の公
表のあり方等を検討。

地方公会計に関するこれまでの取組②（統一的な基準の設定以後）

○平成27年度から平成29年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による地方公会計を整備
するよう、総務省から各地方公共団体に要請（平成27年１月）。
○平成29年度末までに、ほぼ全ての地方公共団体において、統一的な基準による財務書類の作成及び固定資産台帳
の整備が完了。
○その間、平成28年に「地方公会計の活用のあり方に関する研究会」、平成29年に「地方公会計の活用の促進に関す
る研究会」を開催し、活用事例の収集分析や新たな活用方策等を検討。

平成２７年度～２９年度

平成３０年度～令和元年度

固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした
財務書類の作成に関する「統一的な基準」の設定（平成26年）

統一的な基準による地方公会計の整備要請期間

要請期間終了後

〇各地方公共団体において、①毎年度、確実に財務書類・固定資産台帳の作成・更新を行うこと、及び、作成・更新の
早期化を図る（少なくとも決算年度の翌年度末までに完成させる）こと、②地方公会計と公共施設の適正管理との連携
を行うことを推進。

令和２年度、３年度

〇令和４年度から「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」を開催。

公共施設等総合管理計画・個別施設計画の策定・見直しが進み、資産管理がより重視されている状況も踏まえ、
地方公会計情報の行財政運営における継続的かつ具体的な活用手法などについて検討。

令和４年度
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地方公会計については、これまで、各地方公共団体において財務書類の作成・公表等に取り組まれてきたところ
ですが、人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメント強化のため、地方公会計を予算編成等に積
極的に活用し、地方公共団体の限られた財源を「賢く使う」取組を行うことは極めて重要であると考えております。
今後の地方公会計の整備促進については、「今後の地方公会計の整備促進について」（平成26年５月23日付総務

大臣通知総財務第102号）のとおり、平成26年４月30日に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書
類の作成に関する統一的な基準を示したところです。その後、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」
を設置して議論を進めてきましたが、平成27年１月23日に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を取りま
とめております。
当該マニュアルにおいては、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手

順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示してお
ります。
つきましては、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成

29年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用されるよう特段のご配慮を
お願いします。
特に、公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である地方公共団体においては、早期

に同台帳を整備することが望まれます。
なお、統一的な基準による財務書類等を作成するためには、ノウハウを修得した職員の育成やＩＣＴを活用した

システムの整備が不可欠であり、平成27年度には関係機関における研修の充実・強化や標準的なソフトウェアの無
償提供も行う予定です。また、固定資産台帳の整備等に要する一定の経費については、今年度から特別交付税措置
を講じることとしております。
各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長に対してこの通知について速やかにご連

絡いただき、通知の趣旨について適切に助言いただくようお願いします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町村に対して、この通知に

ついての情報提供を行っていることを申し添えます。

統一的な基準による地方公会計の整備促進について（大臣通知）

統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年１月23日総務大臣通知（総財務第14号））
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地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基準を設定することで、①発生主義・複式簿記
の導入、②固定資産台帳の整備、③比較可能性の確保を促進する。

統一的な基準による地方公会計の整備及び活用に関する取組

統
一
的
な
基
準
の
公
表

H26.4.30 H27.1.23 H30.3末

統一的な基準の周知

財務書類等の
マニュアルの作成

統一的な基準による財務書類等
作成の移行期間

※ 移行期間は原則として３年間
（平成27～29年度）今後の地方

公会計の

推進に関す
る研究会

平成26年度以前 平成27年度以降

地
方
公
共
団
体
に
要
請

基準モデルや総務省方式改訂モデル、その他の
方式（東京都方式等）といった複数の方式が存在

統一的な基準による財務書類等によって団体
間での比較可能性を確保

③比較可能性
の確保

総務省方式改訂モデルでは決算統計データを
活用して財務書類を作成

発生の都度又は期末一括で複式仕訳
（決算統計データの活用からの脱却）

①発生主義・
複式簿記
の導入

総務省方式改訂モデルでは固定資産台帳の
整備が必ずしも前提とされていない

固定資産台帳の整備を前提とすることで公共
施設等のマネジメントにも活用可能

②固定資産
台帳の整備

統
一
的
な
基
準
の
設
定

毎年度、各地方公共団体において統一的な
基準により財務書類等を作成・更新、公表へ

経年比較や類似団体間の比較、財務書類等から得られた指標を
用いた分析等を行い、公共施設等の適正管理をはじめとする
資産管理や予算編成等に積極的に活用

H22～H26
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統一的な基準 基準モデル
総務省方式
改訂モデル

東京都
国

（省庁別財務書類
の作成基準）

財務書類
の体系

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

※行政コスト計算書及び純資産変
動計算書は、別々の計算書とし
ても、結合した計算書としても差
し支えない

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○正味財産変動計算書
○キャッシュ・フロー計算書

○貸借対照表
○業務費用計算書
○資産・負債差額増減計算書
○区分別収支計算書

固定資産台帳
整備

○開始貸借対照表作成時に整備
その後、継続的に更新

○開始貸借対照表作成時に整備
その後、継続的に更新

○段階的整備を想定

→売却可能資産、土地を優先
○開始貸借対照表作成時に整備

その後、継続的に更新
○官庁会計システムとは連動

していないが、法令に基づき
国有財産台帳、物品管理簿
等を整備

複式簿記

○官庁会計処理に基づくデータに
より、発生の都度又は期末に一
括して複式仕訳を実施

○官庁会計処理に基づくデータに
より、発生の都度又は期末に一
括して複式仕訳を実施

○決算統計データを活用し、期末
に一括して仕訳を実施

○官庁会計処理に連動して発生
の都度、複式仕訳を実施

○官庁会計ｼｽﾃﾑ(ADAMSⅡ)
に連動して発生の都度、複式
仕訳を実施（国有財産等につ
いては、期末時に複式仕訳を
実施）

有形固定資産
の評価基準

○事業用資産及びインフラ資産
・・・取得原価

取得がＳ５９年度以前、
又は取得原価が不明な場合
○事業用資産・・・再調達原価
○インフラ資産

・原則・・・再調達原価
・道路、河川及び水路敷地

・・・備忘価格１円

○事業用資産
土地・・・固定資産税評価額
建物等・・・再調達原価

○インフラ資産
土地・・・取得原価
建物等・・・再調達原価

○公共資産・・・決算統計データか
ら取得原価を推計

○売却可能資産・・・売却可能価
額

○取得原価

取得原価が不明な場合
・・・推計原価

○国有財産（公共用財産を除くく）
・・・毎年度時価を基準に改定さ
れる国有財産台帳価額

○公共用財産・・・取得原価
○物品・・・取得原価

税収の取扱い
○純資産変動計算書に計上 ○純資産変動計算書に計上 ○純資産変動計算書に計上 ○行政コスト計算書に計上 ○資産・負債差額増減計算書に

計上

【参考】統一的な基準と従前の公会計基準・モデルとの比較
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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統一的な基準による財務書類等の作成状況

○ 令和４年３月末時点で、令和２年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については全団体の94.1%にあたる1,683団体が
整備（更新）済み。

○ 令和４年３月末時点で、令和２年度決算に係る財務書類については全団体の91.6%にあたる1,638団体が作成済み。

【令和２年度末時点の状況を反映した固定資産台帳の整備（更新）状況】（令和４年３月31日時点）

【令和２年度決算に係る一般会計等財務書類（財務４表）の作成状況】（令和４年３月31日時点）

（単位：団体）

（単位：団体）

「令和２年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

決算年度の翌年度末までに作成・更新が完了しない団体においては、毎年度、確実に財務書類等の作成・更新
を行うこと、及び、作成・更新の早期化を図る（少なくとも決算年度の翌年度末までには完成させる）ことが必要。

46 (97.9%) 1,637 (94.0%) 20 (100.0%) 1,617 (94.0%) 1,683 (94.1%) 1,565 (87.5%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)
 [+118 (+6.6%)]

対象団体数

整備（更新）済み

整備（更新）状況 都道府県
※参考

前年度の状況
合計指定都市

指定都市除く
市区町村

市区町村

46 (97.9%) 1,592 (91.4%) 20 (100.0%) 1,572 (91.3%) 1,638 (91.6%) 1,539 (86.1%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)
  [+99 (+5.5%)]

対象団体数

作成済み

市区町村都道府県作成状況
※参考

前年度の状況
合計指定都市除く

市区町村
指定都市

※令和５年度までに全都道府県、令和７年度までに全団体で決算年度の翌年度末までに財務書類の作成を完了することが必要

※固定資産台帳の更新を毎年度行うことが必要
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○ 過去に建設された公共施設等が大量に更新時期を迎える。

○ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。

○ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

背景

公共施設マネジメントの必要性

国土交通省公表資料 国土交通省公表資料

道路（橋梁）の現状

※この他に建設年度不明橋梁約23万橋

○建設年度別橋梁数
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年度 公共施設マネジメント 公共施設等適正管理事業債等

Ｈ２５ ・国が「インフラ長寿命化基本計画」を策定

Ｈ２６

・「公共施設等総合管理計画」策定要請（大臣通知）
・「公共施設等総合管理計画策定にあたっての指針」策定

（財務調査課長通知）
・公共施設等総合管理計画作成に要する経費に対する

特別交付税措置創設（～H28）

Ｈ２７ ・公共施設最適化事業債（集約化・複合化事業）を創設

Ｈ２８
・「公共施設マネジメントの一層の推進について」発出

（財務調査課事務連絡） ※事例集の公表等を周知

≪総合管理計画の策定期限（改革工程表）≫

Ｈ２９
・「公共施設等総合管理計画策定にあたっての指針」改訂

（財務調査課長通知）
・公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化、長寿命化、

転用、立地適正化、市町村役場機能緊急保全、除却）を創設

Ｈ３０
・「公共施設等の適正管理の更なる推進について」発出

（財務調査課事務連絡）
※総合管理計画見直しの考え方等を周知

・対象事業を追加（ユニバーサルデザイン化）
・一部事業における交付税措置率のかさ上げ（30%→30 ～50％）
・長寿命化事業に対象施設を追加（河川管理施設等）

Ｒ 元 ・長寿命化事業に対象施設を追加（橋梁、都市公園施設、林道等）

Ｒ ２
・「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たって

の留意事項について」発出
※総合管理計画の見直しに当たって記載すべき事項等を周知

・集約化・複合化事業を広域で実施する場合の要件緩和
・長寿命化事業に対象施設を追加（砂防関係施設）

≪市町村役場機能緊急保全事業の措置期限≫

Ｒ ３ ・集約化・複合化事業に対象施設を追加（グラウンド等）

Ｒ４ ≪個別施設計画の策定期限（改革工程表）≫
・公共施設等適正管理推進事業債延長
・対象事業追加（脱炭素化事業）
・長寿命化事業に対象事業を追加（空港施設等）

Ｒ５ ≪公共施設等総合管理計画見直し期限（改革工程表）≫

これまでの公共施設マネジメントに係る経緯等
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・ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にある。

・ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。
・ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

公共施設等総合管理計画の策定及び見直し

○ 各地方公共団体は、公共施設等の全体を把握し、長期的視点に立って
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、「公共施設等総合
管理計画」を策定している。

○ また、公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応
方針を定める「個別施設計画」を策定している。

背 景

個別施設計画の策定 ※令和４年度までに策定

＜個別施設計画の内容＞
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・

更新等に係る対策（※）の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、

対策費用を定めるもの。

※ 維持管理・更新等に係る対策
次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、
廃止・撤去、耐震化等

【インフラ長寿命化計画の体系】

総務省所管

各施設所管省庁所管

（行動計画） （行動計画）

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月関係省庁連絡会議決定）

各省庁が策定

道路 河川 学校 道路 河川 学校

公共施設等総合管理計画

（個別施設計画）（個別施設計画）

各省庁
において策定

各地方公共団体
において策定

【国】 【地方】

＜公共施設等総合管理計画の内容＞
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の方向性

を明らかにする計画として、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する

基本的な方針を定めるもの。

＜公共施設等総合管理計画の策定の状況＞
令和３年３月末時点において、都道府県及び指定都市は全団体、市区町村

においても９９．９％の団体において策定が完了。

＜公共施設等総合管理計画の見直し＞
令和３年度までに、個別施設計画等を踏まえた見直しを行うよう要請（新型コロナ

ウイルス感染症等により令和４年度以降となる場合は、令和５年度まで）。

公共施設等総合管理計画等の策定及び見直しの推進
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新経済・財政再生計画改革工程表2021（令和３年12月23日経済財政諮問会議決定）抜粋
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地方自治体における総合管理計画見直し状況・見込み（令和４年３月３１日時点）

令和６年度以降

または時期未定

令和６年度以降

または時期未定

北海道 124 (68.9%) 173 (96.1%) 180 (100.0%) 0 180 滋賀県 13 (65.0%) 17 (85.0%) 18 (90.0%) 2 20

青森県 40 (97.6%) 41 (100.0%) 41 (100.0%) 0 41 京都府 22 (81.5%) 27 (100.0%) 27 (100.0%) 0 27

岩手県 18 (52.9%) 33 (97.1%) 34 (100.0%) 0 34 大阪府 29 (65.9%) 39 (88.6%) 44 (100.0%) 0 44

宮城県 24 (66.7%) 35 (97.2%) 36 (100.0%) 0 36 兵庫県 29 (69.0%) 42 (100.0%) 42 (100.0%) 0 42

秋田県 22 (84.6%) 25 (96.2%) 26 (100.0%) 0 26 奈良県 25 (62.5%) 39 (97.5%) 40 (100.0%) 0 40

山形県 26 (72.2%) 35 (97.2%) 36 (100.0%) 0 36 和歌山県 19 (61.3%) 29 (93.5%) 31 (100.0%) 0 31

福島県 43 (71.7%) 56 (93.3%) 59 (98.3%) 1 60 鳥取県 16 (80.0%) 20 (100.0%) 20 (100.0%) 0 20

茨城県 33 (73.3%) 41 (91.1%) 45 (100.0%) 0 45 島根県 12 (60.0%) 18 (90.0%) 20 (100.0%) 0 20

栃木県 19 (73.1%) 24 (92.3%) 26 (100.0%) 0 26 岡山県 15 (53.6%) 26 (92.9%) 28 (100.0%) 0 28

群馬県 20 (55.6%) 32 (88.9%) 36 (100.0%) 0 36 広島県 14 (58.3%) 23 (95.8%) 24 (100.0%) 0 24

埼玉県 58 (90.6%) 64 (100.0%) 64 (100.0%) 0 64 山口県 19 (95.0%) 20 (100.0%) 20 (100.0%) 0 20

千葉県 37 (67.3%) 55 (100.0%) 55 (100.0%) 0 55 徳島県 22 (88.0%) 25 (100.0%) 25 (100.0%) 0 25

東京都 34 (54.0%) 47 (74.6%) 62 (98.4%) 1 63 香川県 14 (77.8%) 17 (94.4%) 18 (100.0%) 0 18

神奈川県 22 (64.7%) 29 (85.3%) 34 (100.0%) 0 34 愛媛県 17 (81.0%) 20 (95.2%) 21 (100.0%) 0 21

新潟県 16 (51.6%) 27 (87.1%) 31 (100.0%) 0 31 高知県 25 (71.4%) 30 (85.7%) 35 (100.0%) 0 35

富山県 11 (68.8%) 15 (93.8%) 16 (100.0%) 0 16 福岡県 38 (62.3%) 54 (88.5%) 61 (100.0%) 0 61

石川県 17 (85.0%) 19 (95.0%) 20 (100.0%) 0 20 佐賀県 10 (47.6%) 16 (76.2%) 21 (100.0%) 0 21

福井県 10 (55.6%) 18 (100.0%) 18 (100.0%) 0 18 長崎県 20 (90.9%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 0 22

山梨県 21 (75.0%) 28 (100.0%) 28 (100.0%) 0 28 熊本県 36 (78.3%) 46 (100.0%) 46 (100.0%) 0 46

長野県 69 (88.5%) 78 (100.0%) 78 (100.0%) 0 78 大分県 17 (89.5%) 19 (100.0%) 19 (100.0%) 0 19

岐阜県 40 (93.0%) 42 (97.7%) 43 (100.0%) 0 43 宮崎県 23 (85.2%) 27 (100.0%) 27 (100.0%) 0 27

静岡県 30 (83.3%) 34 (94.4%) 36 (100.0%) 0 36 鹿児島県 39 (88.6%) 44 (100.0%) 44 (100.0%) 0 44

愛知県 41 (74.5%) 52 (94.5%) 55 (100.0%) 0 55 沖縄県 26 (61.9%) 39 (92.9%) 42 (100.0%) 0 42

三重県 22 (73.3%) 27 (90.0%) 30 (100.0%) 0 30 合計 1297 (72.5%) 1689 (94.5%) 1784 (99.8%) 4 1788

団体名 合計 団体名 合計

見直し予定団体数（シェア） 見直し予定団体数（シェア）

～令和３年度末 ～令和４年度末 ～令和５年度末 ～令和３年度末 ～令和４年度末 ～令和５年度末
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公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針 （平成26年４月22日策定、令和４年４月１日改訂 財務調査課長通知） （概要）

○ 公共施設等総合管理計画の策定及び見直しに関しては、「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」により、公共施設等総合管理
計画に記載すべき事項等を示しており、各地方公共団体は、当該指針を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本的な方針等を公共施設等
総合管理計画に記載している。

○ 個別の施設の更新や統廃合、長寿命化などの具体的な取組については、各地方公共団体において、個別施設ごとの具体の対応方針を
定める個別施設計画に基づき、地域の実情を踏まえ、議会や住民との議論も行いながら実施される。

第一 総合管理計画に記載すべき事項

一 公共施設等の現況及び将来の見通し

(1) 公共施設等の状況（施設保有量とその推移、老朽化の状況、有形固定
資産減価償却率の推移及び利用状況）及び過去に行った対策の実績

(2) 総人口や年代別人口についての今後の見通し

(3) 公共施設等の現在要している維持管理経費、維持管理・更新等に係る
中長期的な経費の見込み（施設を耐用年数経過時に単純更新した場合
の見込み、長寿命化対策を反映した場合の見込み及び対策の効果額）及
びこれらの経費に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

(1) 計画策定年度、改訂年度及び計画期間

(2) 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

(3) 現状や課題に関する基本認識

(4) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

今後当該団体として、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施設
等を管理していくかについて、現状や課題に対する認識を踏まえた基本
的な考え方を記載すること。また、将来的なまちづくりの視点から検討を行
うとともに、PPP /PFI の活用などの考え方について記載することが望まし
いこと。
具体的には、以下の事項について考え方を記載すること。

① 点検・診断等の実施方針

② 維持管理・更新等の実施方針

③ 安全確保の実施方針

④ 耐震化の実施方針

⑤ 長寿命化の実施方針

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針

⑦ 脱炭素化の推進方針

⑧ 統合や廃止の推進方針

⑨ 数値目標

⑩ 地方公会計（固定資産台帳等）の活用

⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

⑫ 広域連携

⑬ 地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携

⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

(5) ＰＤＣＡサイクルの推進方針

三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

第二 総合管理計画策定・改訂にあたっての留意事項

一 行政サービス水準等の検討

二 公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実

三 数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの確立

四 議会や住民との情報共有等

五 PPP/PFI の活用について

六 市区町村域を超えた広域的な検討等について

七 合併団体等の取組について

第三 その他

一 「インフラ長寿命化基本計画」について

二 公共施設マネジメントの取組状況等に係る情報について

三 総合管理計画に基づく取組に係る財政措置について

四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用 15

公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針

・公共施設等の数・延べ
床面積等に関する目標

・トータルコストの縮減・
平準化に関する目標 等



○ 統一的な基準による地方公会計の整備の一環として、公共施設等の取得年月日、取得価額、耐用年数と
いったデータを含む固定資産台帳を整備する。 ※併せて公共施設等の実際の損耗状態等を把握しておくことも重要

○ 統一的な基準による財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書等）
を作成する。

統一的な基準による固定資産台帳・財務書類の整備

○ 公共施設等総合管理計画に基づき、資産管理や予算編成を行うに当たり、固定資産
台帳のデータ、個別施設計画に記載した具体的な内容等を踏まえ、更新・統廃合・長寿
命化等を進める。

公共施設等総合管理計画等の推進・不断の見直し

○ 施設別の行政コスト計算書等によるセグメント
分析を実施することで、個別具体的な更新・統廃
合・長寿命化等の実施につなげることができる。
※公共施設等総合管理計画には、更新・統廃合・長寿命化等の
基本的な考え方（総論）が盛り込まれている

施設別のセグメント分析の実施

○ 個別施設計画等において、具体的な対策を決定した公共施設等について、公共施設等適正管理推進事業
債等を活用することにより、集約化・複合化、長寿命化、転用、除却等を円滑に推進することができる。

公共施設等適正管理推進事業債等の活用

地方公会計と公共施設等の適正管理をリンクさせることによって、公共施設等のマネジメントを
より効果的に推進することが可能となる。

地方公会計

公共施設等適正管理

地方公会計

○ 個別施設ごとに、点検・診断によって得られた
個別施設の状態を踏まえ、対策内容と実施時期、
対策費用の概算等を整理する。

各分野ごとの個別施設計画の策定・推進

公共施設等適正管理

地方公会計と公共施設の適正管理の連携について

公共施設等
適正管理
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